
第

千

八

百

四

十

号

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
都
市
計
画
の
変
更

(

都
市
政
策
課)

三
三
五
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
及
び
承
認
に
関
す
る
告
示
の
一

部
改
正

(

出
納
管
理
課)

三
三
五

○
可
児
市
の
区
域
内
の
町
及
び
字
の
区
域
変
更

(

中
濃
振
興
局)

三
三
六

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

税

務

課)

三
三
六

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

(
環
境
生
活
政
策
課)

三
三
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

(
商
業
流
通
課)

三
三
七

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
等
協
議
に
係
る

概
要
等

(

農
地
計
画
課)

三
三
七

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
同
意

(

同

)

三
三
七

○
基
本
測
量
の
実
施

(

用

地

課)
三
三
八

○
土
地
分
類
基
本
調
査
の
実
施

(

都
市
政
策
課)
三
三
八

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

岐
阜
農
林
事
務
所)

三
三
八

○
同

(

西
濃
農
林
事
務
所)

三
三
八

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

下
呂
農
林
事
務
所)

三
三
九

○
同

(

飛
�
農
林
事
務
所)

三
三
九

告

示

岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
六
号

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

多
治
見
都
市
計
画
道
路

三
・
三
・
二
号

国
道
２
４
８
号
線
多
治
見
バ
イ
パ
ス

三
・
四
・
三
号

金
岡
市
之
倉
線

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
多
治
見
市
都
市
計
画
部
都
市
政
策
課

岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
七
号

岐
阜
県
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
指
定
及
び
承
認
に
関
す
る
告
示(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
告
示
第
二
百

六
十
八
号)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
三
月
十
六
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日



緑
ヶ
丘
二
丁
目

緑
ヶ
丘
一
丁
目

新
た
に
画
す
る
町

大
森
字
大
畑
の
一
部

大
森
字
大
畑
の
一
部
、
緑
ヶ
丘
二
丁
目
の
一
部

新
た
に
画
す
る
町
の
区
域
に
含
ま
れ
る
従
前
の
町
及
び
字

一
中｢

中
村
タ
ケ
ノ(

西
濃
総
合
庁
舎
内)｣

を
削
る
。

岐
阜
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

地
方
自
治
法(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
可
児

市
の
区
域
内
の
町
及
び
字
の
区
域
を
変
更
し
た
旨
可
児
市
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
新
た
に
画
す
る
町
の
区
域
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
地
番

等
は
掲
示
場
に
掲
示
す
る
。

こ
の
処
分
は
、
平
成
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
効
力
を
生
ず
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

掲
示
場

可
茂
総
合
庁
舎
及
び
可
児
市
役
所

二

掲
示
物

字
界
変
更
調
書

そ
の
他
必
要
な
書
類

三

掲
示
期
間

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日
か
ら

同

年
五
月
十
八
日
ま
で

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

平
成
19年

度
自
動
車
税
定
期
納
税
通
知
書
作
成
等
業
務

一
式

(単
価
契
約
)

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
19年
１
月
９
日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
19年
３
月
26日

５
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
二
丁
目
４
番
18号

株
式
会
社
ユ
―
フ
ィ
ッ
ト

取
締
役
社
長
竹
田
喜
彦

６
落
札
金
額
27,721,193円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
自
動
車
税
事
務
所

�
所
在
地
岐
阜
市
日
置
江
2648番

地
３

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
十
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
円

三

代

表

者

の

氏

名

加
藤

安
司

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
瑞
浪
市
寺
河
戸
町
一
〇
八
七
番
地
の
一(

リ
コ
シ
エ
村

一
Ｆ)

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
の
あ
る
人
あ
る
い
は
障
害
が
な
く
と
も
社
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輪
之
内
本
戸
地
区

施
行
に
係
る
地
区
名

中

津

川

市

施

行

者

名

輪

之

内

町

役

場

縦

覧

場

所

植

苗

木

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

平
成
一
九
・

四
・
二
七
か
ら

同

五
・
三
〇
ま
で

縦

覧

期

間

平
成
一
九
・

四
・
一
八

同

意

年

月

日

会
生
活
を
営
む
上
で
何
ら
か
の
援
助
を
必
要
と
す
る
人
に
対
し
、

就
労
支
援
及
び
日
常
生
活
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
一
般
企

業
に
受
け
入
れ
可
能
な
能
力
を
育
成
す
る
と
共
に
、
地
域
の
中
で

暮
ら
せ
る
社
会
貢
献
に
寄
与
す
る
事
を
目
的
と
す
る
。

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大

規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
よ
り
同
法
第
六
条
第
二
項
に
よ
る
届

出
と
み
な
し
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
変
更
届
出
書
等
は
平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
産
業
労
働
部
商
業

流
通
課
及
び
東
濃
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配

慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
十
二
日

二

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ヤ
マ
カ
興
産
株
式
会
社

三

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

シ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
多
治
見

多
治
見
市
住
吉
町
三
丁
目
十
九
番
一

外

四

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

(

変
更
前)

午
前
十
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で

但
し
年
間
三
日
間
は
午
前
九
時
か
ら

(

変
更
後)

午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

(

変
更
前)

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
八
時
三
十
分
ま
で

但
し
年
間
三
日
間
は
午
前
八
時
三
十
分
か
ら

(

変
更
後)

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分
ま
で

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
関
す
る
市
町
村
等
協
議
に
係
る
概
要
等

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
そ
の
概
要
等
を
輪
之
内
町
長
と
協
議
し
た
い
の
で
、
同

条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、

事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
そ
の
概
要
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
同
意

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
読
み
替

え
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
に
同
意
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
三
第
五
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
四
十
八
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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養

老

町

祖

父

江

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

岐

阜

市

出

屋

敷

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平
成
一
九
・

四
・
一
六

認

可

年

月

日

平
成
一
九
・

四
・
二
七

認

可

年

月

日

○
基
本
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
国
土
地
理
院

二

作
業
種
類

基
本
測
量(

一
等
磁
気
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
十
九
年
五
月
二
十
五
日
か
ら

同

二
十
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

四

作
業
地
域

下
呂
市

○
土
地
分
類
基
本
調
査
の
実
施

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
土
地
分
類

基
本
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
実
施
す
る
者
の
名
称

岐
阜
県

二

調
査
地
域

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通

大
臣
の
刊
行
し
た
五
万
分
の
一
地
形
図
の
う
ち
次
の
図
幅
内
の
地
域

妻
籠
及
び
下
梨
・
白
川
村(

た
だ
し
、
各
図
幅
と
も
岐
阜
県
の
区
域
に
限
る
。)

三

調
査
期
間

平
成
十
九
年
五
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

国
土
調
査
と
し
て
指
定
さ
れ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日(

下
梨
・
白
川
村)

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日(

妻
籠)

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
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垂

井

町

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平
成
一
九
・

四
・
一
七

認

可

年

月

日

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

下
呂
市
萩

原
町
土
地

改
良
区

平
成

��･

�･

��

理
事

今

井

義

男

下
呂
市
萩
原
町
上
呂

三
三
〇
四
番
地

同

今

村

朝

男

同

四
〇
六
番
地

同

金

子

清

司

同

一
九
三
一
番
地

同

西

岡

勝

利

下
呂
市
萩
原
町
桜
洞

九
七
一
番
地

同

小

林

貞

之

同

七
三
四
番
地

同

今

井

力

三

下
呂
市
萩
原
町
萩
原

一
〇
八
五
番
地
二

同

今

井

宏

同

七
八
三
番
地

同

日
下
部

勇

下
呂
市
萩
原
町
花
池

二
八
番
地

同

今

井

知

二

同

上
村

六
〇
七
番
地

同

桂

川

祐

次

同

三
四
二
番
地

監
事

桂

川

悦

治

同

四
七
七
番
地

同

金

子

久

司

下
呂
市
萩
原
町
上
呂

一
二
七
四
番
地

同

今

井

武

史

同

萩
原

一
二
九
四
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

下
呂
市
萩

原
町
土
地

改
良
区

平
成

��･

�･

�

理
事

今

井

義

男

下
呂
市
萩
原
町
上
呂

三
三
〇
四
番
地

同

今

村

朝

男

同

四
〇
六
番
地

同

金

子

清

司

同

一
九
三
一
番
地

同

黒

木

武

男

下
呂
市
萩
原
町
桜
洞

一
一
四
九
番
地
三

同

桂

川

明

典

同

五
一
一
番
地

同

今

井

力

三

下
呂
市
萩
原
町
萩
原

一
〇
八
五
番
地
二

同

今

井

實

同

七
四
八
番
地
二

同

大

前

眞
一
郎

下
呂
市
萩
原
町
花
池

二
七
三
番
地

同

今

井

藤

治

同

上
村

一
三
五
五
番
地

同

中

川

盛

之

同

八
六
番
地

監
事

金

子

久

司

下
呂
市
萩
原
町
上
呂

一
二
七
四
番
地

同

今

井

武

史

同

萩
原

一
二
九
四
番
地

同

中

川

輝

男

同

上
村

一
五
二
三
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

上
野
平
土

地
改
良
区

平
成

��･
�･

��

理
事
長

溝

端

勘

二

高
山
市
松
本
町

一
三
九
七
番
地
一

副
理
事
長

三

島

長

一

同

三
福
寺
町

一
四
五
五
番
地

同

森

下

友

治

同

丹
生
川
町
新
張

七
二
八
番
地

庶
務

今

井

由

夫

同

上
野
町

一
〇
二
七
番
地
二
五

会
計

桐

山

良

一

同

松
本
町

九
九
九
番
地
一
八

理
事

沼

津

義

雄

同

丹
生
川
町
町
方

二
五
二
二
番
地

同

胡
桃
坂

和

彦

同

本
母
町

二
五
〇
番
地

同

熊

崎

良

雄

同

丹
生
川
町
新
張
二
九
五
二
番
地
一
四
三

同

坂

口

武

士

同

上
野
町

一
一
三
六
番
地
二

同

木

村

勝

同

一
〇
六
二
番
地
二

同

奥

田

勇

高
山
市
丹
生
川
町
新
張

九
五
番
地

同

伊

藤

鈴

郎

同

一
九
五
六
番
地
三
〇
二

同

二

俣

真

澄

同

一
九
九
五
番
地
二

同

錦

野

敏

一

高
山
市
丹
生
川
町
町
方

三
二
七
番
地

同

西

洋

男

同

上
野
町

一
二
四
八
番
地

同

平

田

正

仁

同

岡
本
町

四
丁
目
二
八
一
番
地

同

樋

詰

建

二

同

松
本
町

一
九
四
八
番
地

総
括
監
事

谷

口

忠

幸

同

一
五
五
番
地
一

監
事

岩

島

芳

喜

高
山
市
丹
生
川
町
町
方

五
八
一
番
地

同

林

本

清

一

同

上
野
町

九
三
五
番
地

同

井

口

忠

司

同

冬
頭
町

三
三
一
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

上
野
平
土

地
改
良
区

平
成

��･

�･

��

理
事
長

溝

端

勘

二

高
山
市
松
本
町

一
三
九
七
番
地
一

副
理
事
長

熊

崎

良

雄

同

丹
生
川
町
新
張
二
九
五
二
番
地
一
四
三

同

今

井

由

夫

同

上
野
町

一
〇
二
七
番
地
二
五

庶
務

谷

口

忠

幸

同

松
本
町

一
五
五
番
地
一

会
計

桐

山

良

一

同

九
九
九
番
地
一
八

理
事

中

嶋

國

彦

高
山
市
昭
和
町

三
丁
目
二
〇
二
番
地

同

堤

幸

一

同

丹
生
川
町
新
張

八
一
七
番
地

同

三
ツ
岩

竜

次

同

上
野
町

一
一
六
六
番
地

同

奥

田

重

和

同

丹
生
川
町
町
方

六
五
一
番
地

同

増

谷

龍

介

同

新
張
一
〇
三
八
番
地
一

同

梶

井

敏

春

同

上
野
町

一
一
一
八
番
地

同

塚

本

大

介

同

本
母
町

四
六
〇
番
地

同

小

鳥

長

宣

同

三
福
寺
町

二
八
七
番
地

同

淵

上

浩

一

同

丹
生
川
町
新
張

一
二
八
番
地
二

同

島

尻

浩

二

同

上
野
町

四
〇
一
番
地
六

同

平

川

栄

一

同

丹
生
川
町
町
方

五
六
五
番
地

同

伊

藤

鈴

郎

同

新
張
一
九
五
六
番
地
三
〇
二

総
括
監
事

櫻

本

茂

男

同

町
方

六
一
三
番
地
一

監
事

森

下

一

幸

同

上
野
町

九
四
〇
番
地

同

中

丸

雅

裕

同

一
二
八
二
番
地
九
〇

同

西

島

芳

彦

同

冬
頭
町

五
八
五
番
地
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平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日
印
刷

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

印
刷
者

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

飯

尾

寛

印
刷
所

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社

定
価
一
か
年
四
八
、
〇
〇
〇
円(

送
料
共)

(

消
費
税
二
、
二
八
六
円
を
含
む
。)


